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許可番号 第 02803032578号

産業廃棄物収集運搬業許可証

住 所 大阪市浪速区木津川二丁目4番48号

氏 名 株式会社南海興業
代表取締役 田中 公治

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項の許可を受けた者であることを証する。

一万

ノ ■、ψ簿 機
埼

許 可 の 年 月 日

許可の有効年月 日

兵庫県知事 齋 藤

令 和 5年 12月 8日

令 和 12年 12月 7日

機罐義露酔再

1.事業の範囲
事業の区分 :収集運搬業 (積替え・保管を含まない)

取扱産業廃乗物の種類
1.燃え殻 (水銀含有ばいじん等を含む)

2,汚泥 (水銀含有ばいじん等及び石綿含有産業廃棄物を含む。)

3.廃油
4,廃酸 (水銀含有ばいじん等を含む)

5,廃アルカリ(水銀含有ばいじん等を含む)

6.廃プラスチック類 (石綿含有産業廃棄物を含む)

7,紙くず
8,木くず
9,繊維くず
10.ゴムくず
H.金属くず
12,ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず (石綿含有産業廃棄物を含む)

13,鉱さい(水銀含有ばいじん等を含む)

14,がれき類 (石綿含有産業廃棄物を含む)

15,ばいじん(水銀含有ばいじん等を含む)

以上 15種類

上記については、水銀使用製品産業廃棄物を含む。

2.許可の条件
当該産業廃棄物の運搬先については排出事業者の指示に従い、運搬先の受入条件を遵守すること。

3.許可の更新又は変更の状況
平成10年 12月 8日 新規許可
平成 15年 12月 8日 更新許可
平成20年 12月 8日 更新許可
平成25年 5月 2日 変更許可 (取扱産業廃棄物の追加 )

平成25年 12月 8日 更新許可
平成30年 12月 8日 更新許可
平成31年 1月 14日 変更許可 (取扱産業廃棄物の追加)

令和5年 12月 8日 更新許可 (優良認定)

4.積替え許可の有無   生L

5,規則第9条の2第8項の規定による許可証の提出の有無

優

良

征
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言午可番号  第 03000032578号

産業廃棄物収集運搬業許可証

住 所  大阪府大阪市浪速区木津川二丁目4番 48号

名 称  株式会社南海興業

代表取締役 田中 公治

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14条第 1項の許可を受けた者であることを証する。

和歌 山県知事

7月 16日

7月 15日

岸 本 周 :iil!|

許 可 の 年 月 日

許 可 の 有 効 年 月 日

令和 5年

令和 12年

予 |

1.事業の範囲

取扱産業廃棄物の種類
1)汚泥

2)廃油
3)廃酸
4)廃アルカ リ

5)廃プラスチッ
6)紙 くず

取扱産業廃棄物の

なし

取扱産業廃棄物の うち、

1)5)11)12)

積替え又は保管を含まない。

2.積替え又は保管を行う施設
なし

3.許可の条件

なし

4.許可の更新又は変更の状況

平成 20年  7月 16日 新規許可

平成 30年  7月 16日 更新許可

平成 25年  7月 16日 更新許可

5。 積替え許可の有無 (和歌山市区域)  無

6.規則第 9条の 2第 8項の規定による許可証の提出の有無   無
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許可番号第 02300032578号

産業廃棄物収集運搬業許可証

住  所  大阪府大阪市浪速区木津川二丁 目4番 48号

氏  名  株式会社 南海興業

代表取締役 田中 公治 様

(法人にあっては名称及び代表者の氏名 )

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第一項の許可を受けた者であることを

証する。

愛知県知事 大 村 秀 章

(1  1

許 可 の 年 月 日

許 可の有効年月日

考子不口  5  (2023)

考予禾日1 0 (2028)

年 6月 12日

年 6月 11日

1 事業の範囲

積替え、保管を除く。

汚泥 (石綿含有産業廃棄物を含む。水銀含有ばいじん等を除く。)、 廃油、廃

酸 (水銀含有ばいじん等を除く。)(廃アルカリ (水銀含有ばいじん等を除

く。)、 廃プラスチック類 (自 動車等破砕物を除く。石綿含有産業廃棄物を含
む。)、 紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず (自 動車等破砕物を除

く。)、 ガラスくず・コンクリートくず (工作物の新築、改築又は除去に伴って

生じたものを除く。)及び陶磁器くず (自 動車等破砕物を除く。石綿含有産業廃

棄物を含む。)、 がれき類 (石綿含有産業廃棄物を含む。)

以上 12品 目 (水銀使用製品産業廃棄物を含む。)

2 積替え又は保管を行うすべての場所の所在地及び面積並びに当該場所ごとにそれ

ぞれ積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類、積替えのための保管上限及び積み上

げることができる高さ

該当なし

3 許可の条件

なし

4 許可の更新又は変更の状況

平成 20年  6月 12日  新規許可

平成 25年  7月  2日  更新許可

平成 30年  6月 27日 更新許可

WEB 公開用
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許可番号第 023oOo32578号
令和 5年  6月 12日 更新許可

5 積替え許可の有無

幸 ・ ⑬        i
6 規貝lJ第 9条の2第 8項のi規定による許可証の提出の有無

若 ・
′
⑩
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所

名

住

氏

許可番号 第02400032578号

産業廃棄物収集運搬業許可証

大阪市浪速区木津川二丁目4番 48号
株式会社南海興業

代表取締役 田中 公治

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項の許可を受けた者であることを証する。

許 可 の 年 月 日

許可の有効年月日

令和 5年 H月 17日

令和 12年 H月 16日

二重県知事 一見 勝 璽
霰藝

範

更新許可

変更許可

1.事業の範囲

(積替え 。保管を除く。)

取り扱う産業廃棄物の種類

廃プラスチック類 (石綿含有産業廃棄物を含む。)、 金属くず、

ガラスくず等 (石綿含有産業廃棄物を含む。)_

(上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を含む。)

燃え殻 (水銀含有ばいじん等を除く。)、 汚泥 (水銀含有ばいじん等を除く。)、 廃油、

廃酸 (水銀含有ばいじん等を除く。)、 廃アルカリ (水銀含有ばいじん等を除く。)、 紙くず、

木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、鉱さい (水銀含有ばいじん等を除く。)、

がれき類 (石綿含有産業廃棄物を含む。)、 ばいじん (水銀含有ばいじん等を除く。)

以上16種類

※ガラスくず等とは、「ガラスくず、コンクリートくず (工作物の新築、改築、又は除去

に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず」をいう。   ｀

積替え又は保管を行うすべての場所の所在地及び面積並びに当該場所ごとにそれぞれ積替え又
は保管を行う産業廃棄物の種類、積替えのための保管上限及び積み上げることができる高さ (積

替え又は保管を行う場合に限る。)

該当なし

3.許可の条件

なし

2

4.許可の更新又は変更の状況

平成20年 H月 17日  新規許可

平成25年 H月 17日  更新許可

平成30年 H月 17、日

令和 2年 7月 16日

5。 積替え許可の有無

市名     ―

無

許可番号

6.規則第9条の2第8項の規定による許可証の提出の有無 有
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様式第七号の二 (第十条の二関係 )

神奈)|1県指令 資循第40629号 許 可番 号  01402032578

産業廃棄物収集運搬業許可証
住  所

氏  名

[恣
に蜜暑吾負窪称〕

大阪府大阪市浪速区木津川二丁目4番 48号

株式会社南海興業

代表取締役 田中 公治

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第 14条 第 1項 の許可を受けた者であることを証する。

神奈川県知事 黒 岩 祐
許可の年月 日 令不日 5年-11月 24日

(初回許可年月日 平成 23年 10月 24日 )

令和 12年 10月 23日許可の有効年月日

優

良

1.事業の範囲
(1)事業の区分

収集・運搬 (積替・保管を除く。)

(2)産業廃棄物の種類 (取扱 う産業廃棄物は、特別管理産業廃棄物であるものを除く。)

汚泥 (※ 1)、 廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類 (※ 1※ 2)、 紙くず、木 くず、

繊維くず、ゴムくず、金属くず (※ 2)、
ガラスくず・コンクリー トくず・陶磁器 くず (※ 1※ 2)、 がれき類 (※ 1)

※ 1:石綿含有産業廃棄物を含む。
※ 2:水銀使用製品産業廃棄物を含む。
※ 3:水銀含有ばいじん等を含む。

(注 1)石綿含有産業廃棄物を含む旨、水銀使用製品産業廃棄物を含む旨又は水銀含有ばいじん等を

含む旨の注記がない種類については、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は

水銀含有ばいじん等を収集・運搬できない。

2.積替え又は保管を行 うすべての場所の所在地及び面積並びに当該場所ごと

保管を行 う産業廃棄物の種類、積替えのための保管上限及び積み上げるこ

なし

にそれぞれ積替え又は
とができる高さ

3.許可の条件
なし

4.許可の更新又は変更の状況
令和 5年 11月 24日  更新許可

5。 積替え許可の有無   無

6.規則第 9条の2第 8項の規定による許可証の提出の有無 征 ‐

備考
「5.積替え許可の有無」には、政令市の許可を記載 した。

触 神奈川県

WEB 公開用



様式第十二号 (第十条の十四関係 )

神奈川県指令 資循第 6043号 言午可番号  01450032578

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証
住  所 大阪府大阪市浪速区木津川二丁目4番 48号

氏  名 株式会社南海興業

〔1恣
揺皇暑落質宏

称

〕
代表取締役 田中 公治

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第 14条の4第 1項 の許可を受けた者であることを証する。

神奈川県知事 黒 岩 祐
許可の年月日 令和

(初回許可年月日 令和

令和 1

５

５

月

月

月

４

４

４

年

年

年

24日
24日 )

23日許可の有効年月日 0

盤

ＩＩ

鰺

1.事業の範囲
(1)事業の区分

収集・運搬 (積替・保管を除く。)

(2)特別管理産業廃棄物の種類
廃油 (揮発油類、灯油類及び軽油類に限る。)、 廃酸 (pH2.0以 下のものに限る。)、

廃アルカリ (pH12.5以 上のものに限る。)

特定有害産業廃棄物
廃石綿等
金属等を含む特定有害産業廃棄物 (別表のとお り。)

2.積替え又は保管を行 うすべての場所の所在地及び面積並びに当該場所ごとにそれぞれ積替え又は

保管を行 う特別管理産業廃棄物の種類、不責替えのための保管上限及び積み上げることができる高さ

なし

8.許可の条件
なし

4.許可の更新又は変更の状況
なし

5.積替え許可の有無  無

6.規則第 10条の12第 2項の規定による許可証の提出の有無 空と

備考

「5,積替え許可の有無」には、政令市の許可を記載 した。

触 神奈川県
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別表 1 金属等を含む特定有害産業廃棄物

積替え保管を含まないもの

ば

い

じ

ん

汚

泥

廃

酸廃棄物の種類

金属等の名称

鉱

さ

い

燃

え

殻

廃

油

廃

ア

ル

カ

ジ

湘郷 9まそり降渤 ＼＼ ○ ○ ○

＼カドミウふヌ生章塑剪働 ○ O ○

親 ま初 硲 脇 ○ O ○

＼棚 距 ＼ ＼ ＼ ○ ○ ○

＼六価クロム化合物 O ○ ○

＼薩神はそり降渤 O ○ O

＼ ＼シアン化舎物 ＼ ＼ ○ ○ O
ポ

"斜
ヒヒジェエル ＼ ＼ ＼ ＼

＼
＼

＼
＼トリクロロエチレン ＼

＼

テトラクロロ_イチIノン

＼ ＼ ＼ジタロ遺メタン

＼ ＼ ＼噺 朦

1・ 2-ジタロロエタン ＼ ＼＼

＼ ＼1・ 1-ジタロロエチレン ＼

＼ ＼ ＼シスー1・ 2-ジタロロエチレン

＼ ＼ ＼1・ 1。 1-ト リクロロエタン

＼ ＼1・ 1・ 2-トリクロロエタン ＼

1・ 3-ジタロロフ粕ペン
＼
＼＼

＼ ＼ ＼
チウラム ＼ ＼ ＼＼

＼ ＼ ＼シマジン ＼

＼ ＼ ＼ ＼分袴シカノレグ

＼ ＼ ＼サ ン

セレ∠剛まそり働 ＼
＼1・ 4-ジオキサン ＼

＼分 似 ★ シ顔 ＼
備考 :「 O」 は取 り扱 うことのできるものを、「―」は、取り扱 うことのできないものを示す。
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許可番号 第 01250032578号

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証

住 所 大阪府大阪市浪速区木津川二丁 目4番 48号

氏 名 株式会社 南海興業

代表取締役 田中 公治

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14条の4第 1項の許可を受けた者であることを証する。

千葉県知事 熊 谷  俊

許 可 の 年 月 日 令不日 5年 4月 24日

許可の有効年月 日 令 和 10年 4月 23日

1,事業の範囲

(1)事業の区分

収集Ⅲ運搬 (積替・保管を除く。)

(2)特別管理産業廃棄物の種類

ア 廃油 (揮発油類,灯油類及び軽油類に限り,特定有害産業廃棄物であるものを除く。),

イ 廃酸 (水素イオン濃度指教 2.0以下のものに限り,特定有害産業廃棄物であるものを除

く。),ウ 廃アルカヅ (水素イオン濃度指数 12.5以上のものに限 り,特定有害産業廃棄物で

あるものを除く。),工 廃石綿等,オ 特定有害産業廃棄物 (汚泥,廃酸,廃アルカリに限る。

含まれる有害物質については許可証別紙 1の とお りとする)

2.許可の条件

な し

3.許可の更新又は変更の状況

令和 5年 4月 24日   新規許可

4.積替え許可の有無  幕・無

(積替え許可を有 している場合においては,市名及び許可番号を記載すること。)

5.規則第 10条の 12第 2項の規定による許可証の提出の有無    幕・無

(以 下余 白)

備考

市長が交付する許可証については,積替え許可の有無の記載は不要とすること。

WEB 公開用



許可番号 第 01250032578号
許可証別紙 1

特定有害産業廃棄物の種類

特定有害産業廃棄物で下表の有害物質を含むもの。

廃棄物名

有害物質
鉱 さい ばいじん 燃え殻 廃 油 汚 泥 廃 酸 廃アルカリ

水銀又はその化合物 ○ ○ O

カドミウム又はその化合物 O ○ ○

鉛又はその化合物 O O ○

有機燐化合物 O O O

六価クロム化合物 ○ ○ O

砒素又はその化合物 O O ○

シアン化合物 O O ○

PCB

卜,クロロエチレン

テトラクロロエチレン

シ
｀`
クロ「メタン

四塩化炭素

1,2-シ
゛
クロロエタン

1,1-シ
ヾ
クロ,エチレン

シスー1,2-シ
ヾ
クロロエチレン

1,1,1-卜 )クロロエタン

1,1,2-卜

'ク

ロロエタン

1,3-シ
゛
クロロフ

°
ロヘ

°
ン

チウラム

シマン ン

チオヘ
ヾ
ンカルフ

ヾ

へ
ヾ
ンセ・ン

セレン又はその化合物

夕
゛
イオキシン類

1,4-シ
゛
オキサン

WEB 公開用
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令和 5年 4月 4日    指令産廃第10-39号    1/2
許可番号  01150032578

特別 管 理産 業 廃棄 物 収集 運 搬 業許 可証

令和10年r4F‐■■ョ■

ることを証する。廃棄物

許 可 年 月 日  令和

住 所 大阪府大阪市浪速区木津川二丁目4番 48号

株式会社南海興業
代表取締役 田中 公

の処理及び清掃に関する法

氏 名

の範囲
■‐tミ‐

)事業の 収集運搬 (積替え保誉を除く。)

り 特別管理産業廃棄物の種類
発油類、灯油類及び軽油類に限る。)

p H2.0以下のものに限る。 )

廃アルカリ (p H12.5以上のものに限る。)

廃石綿等
汚泥 (※ )

廃酸 (※ )

廃アルカリ (※ )

とこ まれる有害物質については裏面のとおり
め に ものを含

場所の に当
み上

ヂ
」
Ｌ
⊂

所

こ

場

る

該
げ

との積替え又は保管を行う
ができる高さえのため

4i イよ の

1積替え許可の有無  無     ―
※1県内の政令市における許可の有無を記載

6.規則第 10条の 12第 2項の規定による許可証の提出の有無   無

il・ ヽ

|■・1
■■■

-1  
・

■ :  
‐

|

H

臣月 !

1入イ兄

指 イ 変 更 内 祭 ミ |(ミ|!●
・
lrlヽ |ヽ―

考手木日 54F 4デ 指令 , :扉第 9手争 新 規 計 瑚  ■卜 ●

1 ■ .ヽ ミヽ

■|ド
|■

下

rilヽ ドヽー

i工 .ヽエト.ざ

WEB 公開用



令和 5年 4月 4日    指令産廃第10-39号    2/2

廃

ヶ 場 廃アルカリ
指定下水

汚泥
鉱さい ばいじん 燃え殻 廃 油 汚 泥

,そ のイV爺ワ″ケⅢ
―
・11111・

|■■||||■
IIII'||||● I・

■■
) |―″t_)

ユ、又は翻 陥斜物
!

)  ,ァィ
■,ヤ〈 ) l① ′

)ォ ヶ l )

イ(),,蕩＼ヒ合彰ヶl″Ⅲ,,'.

( ) ″(つ″ケ:書物
―

}″, ().I肘総 靱 ― ミ |ミ冬ヾ ミ :予
)″||ィァ,その化 合 物 ― 三ヽ 恭 ヽ ざ

‐ ① ンケテ②
シアル イ子合 物 ①

′|オ う,ケ 'ち
ケ④

ボ リ
'盈

4 生ビフェニル 挙
二

'1ケ

ロ ロ エI / 1 碁

ノ iXヾ ミ

巡 茶

罷素
＼`＼＼`
 ＼員 i゛ ドミさ||

ロ ロ ヾ ｀

ロ ロ

li■駕照 § 熱 醸エタン
|,| ―111ヾ

二 1郡 醸エタン
, I●,||=1,3-ジ クド瀬プロペン
!1静チウラム
lt'・

i■■.●||―シマジン
li――.|■IⅢ I:,

|!t
■ 'ォチオベンカルブ

― I 与|| |■ ● ″■
イ
|イーベンゼン

ヽ
~・

｀ ヾご ―!■
| ,ITI■ i―セ レン又はその化合物

… |″ ,|と,4-ジオキサン
ダ イ オ こiシ ン桓 ミ ミ ヽ

特定有害産業廃棄

許可番号  01150032578

の有害物質を含むもの。 (表 中の「○」は取り扱うことができるもの、「●」は特定有害産業廃
ヤゝ

″
タ

勿
一

¨

ユ1博澪鷺 斗ti:ヽlrl■

ミユ息ミミミ
ドミこ済1ド

こrlェiょ11

|:||||||ltii::||

:=il llll!|ド

11,11=1111争||||=葺

II工■ド11イ1'i祥

|ヱliⅢlli:=|ギ‖|ド

1,芝|■|■ 11主 ||■|ミ

ユとヽ工す■li壮111け

WEB 公開用



様式第七号の二 (第十条の二関係 )

許 可番 号 01000032578

産業廃棄物収 可証

住 所 大阪府大阪市浪速区木津川二丁 目4

氏 名 株式会社南海興業

代表取締役 田中公治

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14条第 1項の許可を受けた者であること

山本

許可の年 月 日 日

許可の有効期限 曰

日
＝
ｕ襲 挫

1 事業の範囲

(1)事業の区分

収集、運搬 (積替え保管を除く。 )

(2)産業廃棄物の種類

収集、運搬 (積替え保管を除く。 )

①汚泥、②廃油、③廃酸、④廃アルカ プラスチック類、⑥紙くず、⑦木く

ず、③繊維くず、⑨ゴムくず

陶磁器くず、⑫がれき類 (以

※⑤にっいては、石綿含有産

、①ガラスくず・コンクリートくず及び

2

業廃棄 業廃棄物を含む。

※⑩については、水銀使用製品産業廃

※①については、石綿含有産業廃棄物及び水 廃葉物:を含む。

※⑫については、石綿含有産業廃棄物を含む。

2 許可の

な

3 許可 新

平成 3

令和 5年 1

可

可

4 積替え許可の有無

5 規則第 9条の 2第 8項の規定によ 出の有無 有 ①

1/1

WEB 公開用



様式第十三号 (第十条の十四関係 )

特別管理産業廃棄

住 所 大阪府大阪市浪速区本津)|十 二丁 目4

氏 名 株式会社南海興業

代表取締役 困中公治

言午可番号 01050032578

業許可証

廃棄物の
る。

に関する法律第 14条の 4第 1項の許可を受けた者である

群 J碍 県 知 事   山 本

螂1年許可の年 月 日

許可の有効期限

月 17日

令和 10年 14月王I雄0日

興縣
蒙

露華

駁1

日
Ｈ
日

《【三

置

:予r itti興 講艤こ
1憲ぽ群義轟編

'雨

望員呂闘

翻
辮
一赫
鯉

1 事業の範囲

(1)事業の区分

収集、運搬 (積替え保管を除く。 )

(2)産業廃棄物の種類

収集、運搬 (積替え保管を除く。 )

①廃油・揮発油等、②廃酸 。腐食性、

2 許可の条件

なし

3 許可の更新、変更の状況

令和 4月 17日  新規許可

可の有無 有

ルカリ・腐食性、④特)廃石綿等、⑤

1の おりとする。

による許可証の提出の有無 有
。
①

特)汚泥、⑥特)廃酸、⑦特) り (以上 7種類 )

※⑤、⑥及び⑦に含まれる有

4

5 規則第

1  /  1

WEB 公開用



許可証別紙 1

特定有害産業廃棄物の種類

特定有害産業廃棄物で下表の有害物質を含むもの。
・表中の 「◎」は 「積み替え保管を含む。」で扱 うことができるもの 。

・表中の 「○」は 「積み替え保管を除く。」で扱 うことができるもの。

・表中の 「一」は扱 うことができないもの。

言午可番号  01050032578

有害物質

廃棄物名 特)燃え
殻

特)汚泥 特)廃油 特)廃酸 特)廃ア
ルカジ

｀
特)鉱ぎ

Ц

い

イ%
｀
特)

じん 握 易
アルキル水銀化合物 r: 、Ⅶ鞘

愁整査箸柴拿監綬蓄萎義杵
けるものを除く。),||■ :

岬
一

水銀又はその化合物寺:

水銀又はその化合物 (環境
省令で定める水銀回収を義
務付けるものを除く。)

,① ll干 : O ①

打ドミウム又はその化合物 ○:iⅢⅢ:

○

鉛又はその化合物 ①I: 主
=○

O

有機燐化合物 ○
F O

六価クロム化合物 ○ ⅢⅢl O ○

砒素又はその化合物 ○
→ ○ ○

ンアンイにて挙申勿 ○ ○ ○

PCB

トリクロロエチレン

テトラクロロエチレン

ン
゛
クロロメタン

四塩化炭素

1,2-シ
゛
クロロエタン

1,1-シ
ヾ
クロロエチレン

シスー1,2-シ
゛
クロロエチレン

1,1,1-ト リクロロエタン

1,1,2-卜 )ク ロロエタン

1,3-シ
゛
クロロフ

°
ロヘ

°
ン

チウラム

ンマシ ン ぶ淵Ⅲ

チオヘやンカルフ1雨Ⅶヽヽド
ンヾセSが部岬ドⅧ

M蝋蜘Кポ
セレン又はその化瑯腑 代 N｀ 一
1,4-シ

゛
オキサン ぺ ド、ぶヾ郎ヽぷヾ蝋

夕・イオキシン類
Ц坤ド帥雨ドぶⅧ峠

隠愛に醍
嬉
召
霜窯愚こ
1郵

'隠

鋼

WEB 公開用
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許可番号 00900032578

産 業 廃 棄 物 収 集 運 搬 業 許 可 証

住 所  大阪府大阪市浪速区木津川二丁目4番 48号

氏 名  株式会社南海興業
代表取締役 田中 公治

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14条第 1項の許可を受けた者であることを証する。

栃木県知事  福 田 富

許 可 の 年 月 日

許可の有効年 月 日

令和 6(2024)年 1月 18日

令和13(2031)年 1月 17日

優

良

1.事業の範囲
(1)事業の区分 収集 。運搬 (積替えを除く。)

2 り つ

２

　

　

　

３

積替・保管施設 なし

許可の条件 なし

4.許 可の更新又は変更の状況
新規許可  平成31(2019)年 1月 18日

更新許可  令和 6(2024)年 1月 18日  更新 1回 目

5.積 替え許可の有無 (県内の政令市における許可)

6。 規則第 9条の 2第 8項の規定による許可証の提出の有無

有

　

有

⑪

⑪

汚 泥 ①

廃油

廃酸

廃アルカリ

廃プラスチック類 ① ①

紙くず

木 くず

繊維 くず
ゴムくず
金属 くず ○

力
Wラ
スくす 。コンクリートくず及び陶磁器くず ① ○

がれき類 ①

取扱窓口 資源循環推進誤

WEB 公開用
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許可番号 00950032578

特 別 管理 産業廃 棄物 収集 運搬 業許 可証

住 所  大阪府大阪市浪速区木津川二丁目4番 48号

氏 名  株式会社南海興業

代表取締役 田中 公治

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第 1項の許可を受けた者であることを証する。

栃木県知事  福 田 富
轟

許 可 の 年 月 日

許可の有 効年 月 日

令和 5(2023)年 5月 24風

令和10(2023)年 5月 23日

四
塩
化
炭
素

Ｉ
Ｈ
ジ

ク

ロ
ロ

エ
タ

ン

Ｉ
Ｉ
Ｉ
ト
リ
ク

ロ
ロ

エ
タ

ン

ウ

ラ

ム

マ
ジ

ン

ン
ゼ

ン

イ
オ
キ
シ
ン
類

ム

シ

ア

ン

P

C

B ク

ロ

ロ

エ
チ

レ

ン

ト
ラ
ク

ロ
ロ

エ
チ

レ

ン

ク

ロ

ロ

メ

タ

ン

レ

ン

●

1.事 業の範囲

(1)事業の区分

(2)取 り扱う特別

収集・運搬 (積替えを除く。)

p 以下のもの

廃アラレカlジ kO百 F2rS成二めもゐ)

不可 0取扱可能)

区 シ

ス
憂

Ⅱ
ジ

ク

ロ

ロ

エ
チ

レ

ン

Ｉ
Ｉ
Ｅ
ト
リ
ク

ロ
ロ

エ
タ

ン

Ｉ
ジ

ク

ロ

ロ

エ
チ

レ

ン

Ⅲ
ジ

ク

ロ
ロ
プ

ロ
ペ
ン

オ

ペ

ン
カ
ル
プ

Ⅳ
ジ
オ
キ
サ
ン

取 り扱う
特別管理
産業廃棄物

汚泥

アルカリ

2.積 替・保管施設 なし

3.許 可の条件 なし

4.許 可の更新又は変更の状況

新規許可  令和 5(2023)年 5月 24日

5.積 替え許可の有無 (県内の政令市における許可)

6。 1
ソ
」の 2

有 ⑪

WEB 公開用
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粋 翠nf?ュ∩即ヾ乱団V劉 ]1立

12178

Ｇ
紳
「つ
奈
卜
」
迪
旦
嗣
ぼ
濫
Ｇ
ｕ

様式第七号の二 (第十条 )

田
○
珊
劇
酬
百
再
「軒
け
⊂
」
研
⑤

た1業:1廃 1棄 物 収 集 運 搬 業 許 可 証

優
良

住

民

一一

の許可を受けた者であること廃棄物の処理及び清掃に関する法律

令和 18
:1令和 6

る。_ギ_.

許可番号 00801032578

茨 城県 知事   大  井 川 和

1所1大啄F大いテ又市装澪区木津川二丁目4番 48号
・名il株式会社 前海興業

年 2月 1日
年 1月 29日

‐  |1 代表取締役 田中 公治

(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

第 14条 第 1項

1

2

事業ゆ範囲1 (取
'つ
扱う産業廃棄物の種類 当該産業廃棄物

1永銀含有ぼいじん等が含まれ る場合は、 日 を含む 及び積替え 又 イよ保管を行うかどそ の

積替え許可の有無  暮峯条                   I II― ■

(積替え許可を有している場合においては、市名及び許可番号を記載す争■と|)

市名             許可番号

6.規則第 9条の 2第 8項の規定による許可証の提出の有無

水銀使用製品産業廃棄物又

う:かを明 か す る と

イま

ら に

積審塊保管を除く :汚泥 (*41(*5)(*め 、廃油 (*5)、 廃酸 (*5)(*り 、廃アルカ!り
i(*5)(*D、

廃プラスチック

類 (*1)(*0(*0、 紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず (*1)(*6)、 ガラス

くず 。コンクリートくず及び陶磁器くず (*1)(*0(*0、 がれき類 (*0

以上 12種類

(※ )記載品日については、 (*1)自動車等破砕物を除く、 (*41石 綿含有産業廃棄物を含む

(*5)水 銀使用製品産業廃棄物を除く、 (*6)水銀使用製品産業廃棄物を含む

(*7)水 銀含有ばいじん等を除く

建物あ離 魏 翠 継唇窪釜唆異
§寺構ζ三盈始 憂藝踵 爵等が含ま:れ る場合は、そ薩 ―

.を含む。)、 積替えのたb
―
   ―                                                             - 11   1-|                

―      ―
.

1総‐なしと――

0■の条件 ||

又は変更の状況

一
一

４

5

許可 (届 出)年月日 変 更 内 容変 更 内 容許可 (届 出)年月日

新規許可平成 31年 1月 30日

更新許可 (優良認定)令和 6年 2月 1日

以 下 余 白

市長が交付する許可証については、積替え許可の有無の記載は不要とするこ
備 考

不正防止処理が施してありま丸

WEB 公開用
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14259

Ｇ
炒
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悴
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む
里
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口
結
Ｇ
Ю

様式第十二号

臼
ｅ
叫
劇
酬
百
再
「群
サ
⊂
」
哨
⑤

業 廃 棄 物 収 集 運 搬 業 許 可 証

|十 二丁目4番 48号

の許可を受けた者であることを証する。廃案物の処理及び清掃に関する法律

許

南海興業

代表取締役 田中 公治

ては名称及び代表者の氏名)

許可番号 00351032578
||■ ||

あつ

茨城 県知 事   大 井  川 和

日

日

令和 5年 7月 3

令和 10年 7月 2

第 14条の 4第 1項

び積替え又は保管 と)

廃油 (揮発油類、灯油類及び軽油類に限る。)、 廃酸

記載の有害物質を含むことのみにより有害なものに

のもの、又は別記 1に記載の有害物質を含むことの

石綿等、汚泥 (別記 1に記載の有害物質を含むこと

以上 5種類

の、又は別記 1に

限 アルカ ジ (pH12.5以上

みにより有害なものに限る。)、 廃

のみにより有害なものに限る。)

2,積替え又は保管を行うすべての場所の所在地及び面積並びに当該場所ごとの積替え又は保管を行つ特別

のための保管上限及び積み上げる とができる

3

5。 積替え許可の有無  苓…無

(積替え許可を有している場合においては、市名及び許可番号を

市名 許可番号

6.規則第 10条の 12第 2項の規定による許可証の提出の有無

■■変Ⅲ支 内 容1諄苛lit蔵出)年月日 変 更 内 容 許可 (届 出)年月

'|I令布5年 7月 3日 新規許可
〔|■ illilil

以 下 余 白

市長が交付する許可証については、積替え許可の有無の記載は不要とす

不正防止処理が施してありま丸

WEB 公開用



別記 1

特定有害産業廃棄物の種類

特定有害産業廃棄物で下表の有害物質を含むもの。

廃棄物名

有害物質
鉱さい ばいじん 燃え殻 廃油 汚泥 廃酸 廃ア,レカ,

水銀又はkの化合物 ○ O O
カドミウム又はその化合物 O O O

鉛又はその化合物 O ○ O

有機燐化合物 O ○ O

六価ク,仏化合物 ○ ○ ○

砒素又はその化合物 ○ ○ ○

シアン化合物 O ○ ○

WEB 公開用
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